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囃
ゆ
良
唇
完

宋
の
太
岨
被
弑
説
に
っ

　
　

皿
評
言
皿

　

昭
和
二
十
年
十
一
月
登
行

い
て

宮

　
　

崎

　
　

市

　
　

定

　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

支
那
史
上
に
於
い
７
大
体
宋
以
後
、
君
会
の
掲
載
握
力
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
は
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
頁
で
あ
ら
う
。
尤
も
そ

れ
以
前
に
於
い
て
掲
裁
君
主
が
無
か
っ
た
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
秦
０
始
皇
帝
や
、
漢
心
武
帝
や
、
魏
０
曹
操
や
は
偉
大
た
る
掲
裁

君
主
で
あ
っ
た
。
併
し
そ
れ
は
飽
迄
個
人
的
な
も
０
に
止
ま
り
、
そ
０
個
人
が
死
亡
す
る
と
共
に
そ
の
褐
裁
政
治
も
消
滅
し
て
、
単

に
一
時
的
な
現
象
を
過
去
に
残
し
た
に
過
ぎ
ぬ
。
然
る
に
宋
以
後
に
於
い
て
は
、
君
主
の
猫
裁
後
が
、
一
っ
め
制
度
と
し
て
成
立
し

た
。
偉
大
な
る
褐
裁
君
主
が
現
は
れ
れ
ば
こ
の
制
度
を
活
用
し
て
愈
々
強
力
な
る
政
治
を
行
ひ
得
る
は
勿
論
、
凡
庸
な
ろ
君
主
と
雖

も
こ
の
制
度
を
背
景
と
し
て
皇
帝
０
尊
覗
を
保
ち
得
、
徐
程
特
別
な
る
事
情
の
存
せ
ざ
る
限
り
、
皇
位
は
安
泰
を
誇
り
得
た
。
故
拓

宋
以
後
の
王
朝
に
は
、
か
の
中
世
の
歴
史
を
陰
惨
な
ら
し
め
た
る
大
臣
の
纂
奪
と
い
ふ
こ
と
が
な
い
。
尤
も
皇
位
領
承
は
重
大
事
件

で
あ
る
か
ら
そ
０
間
に
坦
々
問
題
０
存
す
る
こ
と
は
免
る
べ
か
ら
ざ
る
宿
命
で
あ
っ
て
、
只
そ
れ
が
時
代
を
反
映
し
て
、
Ｊ
迎
世
に
は
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小

　
　

近
世
的
か
装
束
を
１
　
び
玉

　
　
　

猫
裁
槽
０
顎
違
は
時
代
の
潮
流
が
斯
く
せ
し
め
た
に
相
違
な
い
が
、
斯
る
潮
流
を
取
り
上
げ
て
具
値
的
な
事
象
と
し
て
賓
現
せ
し
む

　
　
　

乙
に
は
、
矢
張
そ
の
役
割
を
勤
め
る
個
人
が
必
要
で
あ
っ
た
。
而
し
て
近
世
的
君
主
褐
裁
握
力
の
確
立
に
功
０
あ
っ
た
君
主
個
人
を

　
　
　

求
む
れ
ば
、
恐
ら
く
そ
は
、
五
代
後
周
の
世
宗
、
宋
０
太
祖
・
太
宗
の
三
皇
帝
を
先
づ
畢
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
余
は
嘗
て
こ

　
　
　

の
三
人
を
我
國
に
於
け
る
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
。
徳
川
家
康
の
三
武
将
に
比
較
し
た
こ
と
が
あ
る
。
而
し
て
同
時
に
、
周
の
世

　
　
　

宗
・
宋
の
太
祖
の
闘
係
を
信
長
・
秀
吉
０
夫
れ
に
比
較
す
る
は
異
議
な
か
ら
ん
も
、
宋
の
太
阻
・
太
宗
０
兄
弟
相
承
０
関
係
を
、
秀

　
　
　

吉
・
家
康
の
地
位
に
比
し
て
は
不
適
審
な
り
と
の
・
異
論
あ
ら
ん
か
を
虚
盲

　
　
　

行
は
れ
た
も
の
で
た
く
、
簑
は
そ
の
間
に
佛
拭
す
べ
か
ら
ざ
る
疑
惑
が
存
在
す
る
こ
と
を
も
併
せ
指
摘
し
て
お
い
た
。
今
此
に
機
會

　
　
　

を
得
て
、
少
し
く
詳
細
に
こ
０
間
の
消
息
を
論
溌
し
て
見
た
い
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　
　
　
　

標
題
に
は
宋
太
祖
被
弑
論
と
し
て
お
い
た
が
、
賓
は
、
積
極
的
に
宋
の
太
阻
が
弑
逆
を
蒙
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
溌
と
云
ふ
に
價

　
　
　

す
る
程
０
も
０
は
な
い
０
で
あ
る
。
只
宋
０
太
祖
が
、
弟
太
宗
に
よ
っ
て
弑
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
・
い
ふ
濃
厚
な
る
疑
惑
が
古

　
　
　

来
一
部
０
史
家
の
間
に
存
在
す
る
。
疑
惑
は
原
よ
り
疑
惑
に
止
ま
る
か
ら
、
勿
論
論
鐙
の
限
り
で
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
此
に
對
し

　
　
　

て
’
そ
の
事
賓
無
根
な
Ｎ
２
Ａ
/
主
張
す
る
一
部
の
史
家
は
考
溌
學
的
に
論
溌
せ
ん
と
試
み
て
居
り
。
こ
０
方
は
脆
と
名
づ
け
て
不
営
で
な

　
　
　

い
と
思
は
れ
る
。
本
論
は
両
者
を
併
せ
批
判
す
る
を
目
的
と
す
る
の
で
便
宜
上
、
太
祖
被
弑
誕
の
標
題
を
掲
げ
た
譚
で
あ
る
。

　
　
　
　

扨
て
太
祖
が
太
宗
に
よ
っ
て
弑
さ
れ
た
か
と
０
疑
惑
は
、
北
宋
の
嘴
文
蔓
の
隨
筆
な
る
湘
山
野
録
績
篇
中
の
左
の
一
節
に
由
来
す

-－２
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祖
宗
潜
耀
日
。
・
嘗
真
一
道
士
。
遊
於
開
河
。
’
無
定
姓
各
。
白
日
混
沌
。
叉
日
阿
無
。
毎
有
乏
則
探
嚢
金
。
愈
探
愈
出
。
三
人
者

毎
劇
飲
爛
裕
・
生
善
歌
歩
畠
篤
吟
能
引
其
喉
於
杏
冥
間
ｏ
作
清
微
之
聘
時
或
二
二
観
隨
天
１
　
属
下
ｙ
惟
祖
宗
聞
之
曰
・

　
　

金
察
虎
頭
四
。
翼
龍
得
侭
位
。
至
醒
詰
之
則
曰
ぺ
醇
夢
語
豊
足
憑
耶
。
至
胃
圖
受
禰
日
。
～
乃
庚
申
正
月
初
四
也
。
自
御
極
不
再

　
　

見
。
下
詔
草
深
。
遍
訪
之
。
或
見
於
綴
頼
道
中
。
或
嵩
洛
間
。
後
十
六
載
。
乃
開
賞
乙
亥
歳
也
、
上
己
祓
喫
。
駕
幸
西
洛
。
生

　
　

醇
坐
於
岸
太
陰
‐
下
。
笑
揖
太
組
日
。
別
来
喜
安
。
上
大
喜
。
巫
遣
中
人
。
密
引
至
後
挾
。
恐
其
遁
。
急
回
嘩
。
具
見
之
。
一
如

　
　

平
時
・
抵
掌
浩
飲
・
上
謂
生
ぼ
・
我
久
欲
見
汝
。
決
刺
一
事
。
無
他
我
壽
還
得
糖
多
在
。
岸
曰
・
但
今
年
十
月
二
十
日
‥
夜
晴

　
　

則
可
延
一
紀
。
不
爾
則
常
速
措
置
。
上
酷
留
之
。
仲
泊
後
苑
。
苑
吏
或
見
宿
於
木
末
鳥
１
　
中
。
止
敷
日
不
見
。
帝
切
切
記
其

　
　

語
。
’
至
所
期
之
夕
。
上
御
太
清
閣
望
気
　
０
是
夕
果
晴
。
星
斗
明
燦
。
上
心
方
喜
。
俄
而
陰
表
四
起
。
天
気
砂
愛
。
雪
害
駿
降
。

　
　

杉
枕
下
閣
。
急
傅
宮
鎗
。
問
端
門
召
開
封
王
。
即
太
宗
也
。
延
入
大
寝
。
酌
酒
對
飲
。
宦
官
宮
妾
悉
屏
之
。
但
遥
見
燭
影
下
。

　
　

太
宗
時
或
避
席
万
有
不
可
勝
之
状
口
飲
詑
禁
漏
三
鼓
・
殿
雪
己
数
寸
・
帝
引
柱
斧
ｏ
戮
皿
肩
雪
”
顧
太
。
宗
曰
？
好
傲
好
倣
ご

　
　

解
帯
就
寝
。
鼻
息
如
雷
燧
。
是
夕
太
宗
留
宿
禁
内
。
将
五
鼓
。
周
廬
者
寂
無
所
聞
。
。
帝
己
崩
矣
。
太
宗
受
遺
於
柩
前
即
位
。
逮

　
　

暁
登
明
堂
。
宣
遺
詔
罷
。
聾
慟
。
引
近
臣
環
玉
衣
。
以
謄
聖
酸
。
玉
色
温
螢
。
如
簡
湯
休
。

　

扨
て
右
の
文
に
は
別
に
太
宗
が
太
組
に
對
し
て
別
に
危
害
を
加
へ
た
と
は
書
い
て
な
い
が
、
只
普
通
に
は
禁
中
に
於
い
て
は
行
は

れ
そ
う
に
も
な
い
何
か
只
事
で
な
い
奇
怪
な
事
件
が
逞
行
さ
れ
た
ら
し
い
探
偵
小
説
的
な
雰
園
気
を
醸
し
出
し
て
ゐ
‘
る
。
李
熹
ｏ
絞

資
治
通
鑑
長
編
は
其
巻
十
七
に
、
右
の
÷
節
０
最
後
０
部
分
を
抄
節
し
て
本
文
に
載
せ
、
更
に
註
下
に
湘
山
野
録
の
外
、
蔡
惇
直

筆
、
王
萬
言
建
隆
遺
事
等
を
引
用
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
李
壽
の
長
篇
本
文
は
別
に
國
史
符
瑞
志
、
楊
億
談
苑
を
史
料
と
し

　
　

初
い
紳
。
降
于
塾
屋
嘱
民
張
守
薦
家
。
自
言
我
天
之
尊
榊
。
魏
黒
殺
将
軍
。
玉
帝
之
輔
也
。
守
賀
毎
斎
戒
所
請
。
紳
必
降
。
蜜

-
３

-
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中
風
粛
然
。
健
若
嬰
兄
。
狽
守
薦
能
暁
之
。
所
言
禰
絹
多
験
。
守
薦
這
焉
道
士
。
上
不
倫
。
騨
召
守
侃
至
閥
下
。
壬
子
（
開
賓

　
　
　
　
　
　

１

　
　

九
年
十
月
十
九
日
）
命
内
侍
王
積
恩
。
就
建
隆
９
　
。
設
黄
経
箇
。
令
守
員
降
９
　
。
神
言
天
上
官
間
己
成
玉
護
開
。
晋
王
有
仁
心
。

　
　

言
砲
不
復
降
（
原
註
。
此
禄
國
史
符
瑞
志
。
和
槍
以
揚
億
談
苑
。
父
云
太
祀
聞
守
真
言
。
以
信
妖
。
許
加
洙
。
會
宴
駕
。
恐
不
然
也
。
今
不
取
）
。

　
　

上
聞
北
ハ
言
。
即
夜
召
晋
王
。
渇
以
後
事
。
左
右
皆
不
得
聞
。
但
遥
見
燭
影
下
。
晋
王
時
或
離
席
。
若
有
所
遜
避
之
舷
。
舵
而
上

　
　

引
斧
。
柱
地
。
大
聾
謂
晋
王
曰
。
好
篤
之
（
此
採
矣
信
文
型
所
信
湘
山
野
録
。
正
丸
貧
縁
。
並
無
之
。
下
略
）
。
発
丑
。
上
崩
于
萬
歳

　
　

股
。
（
引
斧
柱
堆
四
字
富
作
引
柱
斧
戮
地
）

と
し
て
、
湘
山
野
録
の
文
に
多
少
の
副
潤
を
加
へ
て
ゐ
る
。
’

　

扨
で
右
０
文
を
表
面
的
に
誼
め
ば
、
只
何
か
し
ら
納
得
の
行
か
な
い
所
０
あ
る
記
事
だ
と
言
ふ
に
止
ま
る
が
、
そ
０
納
得
０
ゆ
か

ね
所
か
ら
。
或
は
太
宗
が
病
中
の
太
祖
に
對
し
て
弑
逆
を
加
へ
た
０
で
は
な
い
か
と
云
ふ
疑
惑
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
病
中
の
太
阻

が
深
夜
弟
を
召
し
だ
の
は
何
故
か
。
太
祖
が
召
し
た
の
で
な
く
太
宗
０
方
か
ら
侵
入
し
た
０
で
な
い
か
。
燭
影
０
下
に
て
太
１
　
が
柱

斧
を
振
っ
た
０
は
何
０
篤
か
、
佳
斧
を
振
っ
た
の
は
太
阻
で
な
く
し
て
溶
の
太
宗
で
は
た
か
っ
た
か
。
太
祖
が
「
好
倣
」
と
言
っ
た

の
は
、
さ
う
す
る
と
事
鍍
で
な
く
て
、
「
こ
ん
畜
生
」
と
言
っ
だ
の
か
も
知
れ
な
い
。
湘
山
野
録
は
北
宋
代
に
出
来
た
も
の
な
の
で
、

事
皆
を
直
書
せ
す
に
、
言
外
に
意
を
含
め
て
こ
ん
な
記
事
を
作
っ
た
の
で
だ
い
か
。
古
来
春
秋
の
微
言
大
義
の
流
儀
に
價
れ
て
ゐ
る

支
那
の
史
家
は
。
斯
う
い
ふ
文
章
を
敲
む
と
色
々
な
憶
測
を
逞
し
く
せ
す
に
は
居
れ
な
い
０
で
あ
る
。
而
し
て
斯
る
疑
惑
を
表
面
化

し
た
る
代
表
者
は
陳
脛
０
通
鑑
綾
編
、
胡
一
桂
の
史
纂
通
要
、
劉
定
之
の
宋
史
論
等
で
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

　
　

陳
屋
通
鑑
綾
編
。
參
十
月
。
宋
主
有
疾
。
壬
子
。
召
其
弟
晋
王
光
義
入
侍
。
是
夕
宋
主
姐
。
甲
寅
。
光
義
立
。

　
　
　

（
註
。
壬
・
子
夜
召
晋
王
入
宸
殿
。
屡
以
後
事
。
宦
官
宮
婢
。
皆
不
得
近
。
但
痘
見
燭
彫
下
。
晋
王
離
席
。
若
有
遜
逍
之
状
。
既
而
宋
主
引
柱

-４一
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斧
。
戮
地
大
嘩
曰
。
好
鴬
之
。
俄
而
宋
主
歿
）
。

胡
一
桂
史
纂
治
要
・
太
宗
善
政
・
史
不
絶
１
　
・
所
可
惜
者
。
太
祖
臨
崩
。
但
遥
見
燭
影
播
紅
。
及
聞
大
馨
汝
好
鴛
之
之
語
。
不

能
不
起
万
世
之
疑
。
劉
定
之
宋
史
詩
倦
一
。
有
史
所
不
破
而
出
於
小
説
家
。
曰
金
酋
粘
早
。
生
而
腹
下
有
癩
。
類
太
１
　
姐
時
之

状
。
其
後
粘
摯
取
淳
。
悉
取
太
宗
子
孫
以
去
。
疑
太
織
復
生
以
報
寛
也
。
此
言
誠
鄙
僅
。
亦
可
以
鐙
太
宗
之
事
。

　
　
　
　
　
　

１

　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆

　

右
の
前
二
者
は
原
本
を
見
る
を
得
な
か
っ
た
ｏ
で
、
便
宜
上
、
明
丘
溶
世
史
正
綱
絡
二
十
三
に
引
く
所
に
櫨
っ
た
。
通
鑑
続
編
の

文
に
表
面
何
事
も
無
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
「
俄
而
宋
主
殖
」
Ｅ
＼
j
'
書
い
た
の
は
、
太
祀
が
そ
の
死
を
得
ざ
る
こ
と
を
婉
曲
忙
言
っ
た
も
り

£
所
せ
ら
れ
る
。
史
纂
通
要
が
「
萬
世
之
疑
」
と
記
し
た
の
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
即
ち
弑
逆
に
つ
い
て
深
い
疑
惑
を
抱
い
た
こ
と

‘
ｒ
表
は
す
。
劉
定
之
に
至
っ
て
は
、
更
に
小
隠
家
の
言
と
い
ふ
を
引
い
て
、
太
阻
が
死
す
る
時
、
腹
下
に
廠
が
あ
っ
た
と
い
ふ
新
事

賓
々
記
し
、
太
組
が
粘
摯
お
生
れ
曼
っ
て
太
宗
に
復
仇
し
た
と
い
ふ
奇
怪
事
ま
で
を
傅
へ
て
ゐ
る
。
之
と
類
似
の
・
記
事
は
明
郎
瑛
七

修
類
笥
明
謝
帯
制
文
海
披
沙
な
ど
に
も
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
佃
し
劉
定
之
の
所
謂
小
庶
家
と
は
何
を
指
す
か
を
明
か
に
し
得
た
に
ｗ
。

　
　
　
　
　
　
　
　

三

　

斯
ろ
疑
惑
に
對
し
て
そ
の
事
賓
無
根
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
幾
多
の
論
議
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
代
表
的
た
る
は
明
丘
溶
、
程
敏

政
、
。
清
乾
降
帝
、
祁
駿
佳
等
で
為
る
。

　

丘
溶
の
諭
は
そ
の
著
世
史
正
綱
に
出
て
ゐ
ろ
・
そ
の
要
旨
を
見
る
に
、
宋
史
は
ぞ
史
な
れ
ば
信
寸
べ
き
史
料
な
る
に
、
別
に
奇
怪

事
か
傅
へ
字
、
斯
汽
疑
或
７

所
か
記
し
た
私
史
に
過
ぎ
す
、
李
毘
の
長
編
は
深
く
考
へ
す
し
て
そ
の
文
を
探
り
、
而
鳥
・
不
用
意
に
一
二
語
を
加
へ
て
反
っ
て
後
世

の
疑
を
問
＊
-
、
更
に
胡
一
杯
ご

-５
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ば
丘
溶
０
論
は
殆
ど
隙
だ
ら
け
で
あ
る
。
抑
も
正
史
と
私
皮
と
の
價
値
は
對
象
に
よ
っ
て
異
る
。
宮
中
に
起
っ
た
不
祚
事
件
な
ど
は

朝
廷
の
賓
録
な
ど
に
載
す
る
筈
な
く
、
之
に
基
い
て
不
用
意
に
成
っ
た
宋
史
に
絶
對
の
信
の
措
け
る
筈
は
な
い
。
叉
倍
文
螢
は
一
介

の
倍
に
過
ぎ
ぬ
が
、
彼
は
朝
廷
の
貴
顕
と
廣
い
交
遊
が
あ
っ
た
も
の
０
如
く
、
殊
に
曲
浦
著
聞
に
記
す
所
に
よ
れ
ば
醒
宗
朝
の
宰
相

丁
謂
の
恩
顧
を
受
け
た
と
あ
り
、
そ
の
著
湘
山
野
録
は
紳
宗
煕
寧
年
間
の
作
た
る
こ
と
が
書
中
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
故
に
之
を
軍
に

一
僣
の
・
微
と
し
て
馴
け
て
了
ふ
詳
に
は
ゆ
か
ぬ
の
で
あ
る
。
而
し
て
李
壽
回
史
家
と
し
て
の
態
度
は
、
そ
の
識
見
は
別
と
す
る
も
、

甚
だ
用
意
周
到
に
し
て
、
比
較
的
公
平
に
材
料
を
取
捨
し
居
る
こ
と
は
続
資
治
通
鑑
長
編
を
讃
む
者
の
溥
し
く
感
す
る
所
で
あ
る
。

一
概
に
私
史
を
退
け
て
正
史
を
尊
重
し
得
る
た
ら
ば
歴
史
家
０
仕
事
は
こ
れ
程
容
易
な
も
の
は
な
い
で
あ
ら
う
。

　

程
敏
政
の
睨
は
そ
０
原
文
を
見
る
を
得
な
い
が
幸
に
し
て
明
袁
黄
編
纂
の
綱
鑑
補
倦
二
八
に
引
く
所
。
丁
南
湖
の
言
に
之
を
徴
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
主
張
す
る
所
は
殆
ど
丘
淆
の
範
園
を
出
で
な
い
。
而
し
て
彼
が
、
太
宗
が
群
臣
を
引
い
て
太
祖
の
遺
骸
を

験
し
た
る
に
玉
色
螢
然
、
湯
休
よ
り
出
で
し
が
如
し
と
あ
れ
ば
、
初
よ
り
毫
髪
の
疑
ふ
べ
き
な
し
云
云
と
云
へ
る
は
、
こ
れ
亦
疑
惑

の
何
た
る
か
を
解
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
若
し
湘
山
野
録
０
文
を
表
面
だ
け
讃
み
取
づ
て
満
足
す
る
な
ら
ば
、
そ
は
四
庫
仝
書
總
目

提
要
０
詮
と
同
じ
く
、
「
其
の
始
末
を
観
る
に
、
鼓
に
逆
節
を
指
斥
す
る
の
事
な
く
、
特
に
後
人
が
そ
の
詞
を
誤
解
し
て
疑
笞
を
出

す
る
に
至
り
し
０
み
で
、
こ
れ
作
者
の
本
意
に
非
る
な
り
」
と
い
ふ
に
踪
着
せ
ざ
る
を
得
ぬ
で
あ
ら
う
。

　

清
乾
隆
帝
の
没
は
通
鑑
輯
覧
巷
七
十
二
に
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
曰
く

　
　

御
批
。
燭
影
斧
聾
。
千
載
以
焉
疑
案
。
其
賓
無
可
疑
也
。
長
編
作
於
孝
宗
之
世
。
孝
宗
埓
太
祖
後
。
故
李
慰
敢
肆
其
曖
昧
之

　
　

斟
。
汚
順
太
宗
。
而
以
賓
録
不
記
顧
命
焉
讃
。
狽
不
思
至
道
三
年
。
太
宗
亦
未
官
有
顧
命
。
是
豊
叉
有
他
故
邪
。
且
宋
麦
作
於

　
　

元
時
・
元
於
宋
。
非
有
所
譚
。
若
長
編
果
有
可
信
。
富
必
采
２
　
。
而
仝
史
竟
不
一
及
。
則
其
脆
之
匪
妄
。
更
不
待
言
而
可
知
矣
。

-６-
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こ
の
諭
は
乾
隆
帝
と
し
て
は
甚
だ
不
手
際
で
恥
る
・
顧
命
の
有
無
に
つ
い
て
問
題
と
す
る
に
し
て
も
、
太
祖
の
死
ぬ
時
と
、
太
宗

の
死
ぬ
時
と
で
は
周
園
の
情
勢
は
仝
々
髪
化
し
７
ゐ
る
。
宋
史
は
成
る
程
、
元
代
に
出
来
た
か
ら
宋
の
偏
に
忌
む
所
は
な
い
が
、
但

し
宋
史
な
る
も
の
か
全
く
宋
の
朝
廷
記
録
を
補
綴
し
て
不
用
意
の
中
に
作
り
上
げ
た
も
の
た
る
は
既
に
定
脆
と
な
っ
て
ゐ
る
。
富
貴

の
考
澄
な
ど
に
は
全
く
興
味
を
有
せ
す
、
道
學
と
道
統
だ
け
を
問
題
と
し
て
ゐ
る
杜
撰
な
瀦
書
だ
と
も
云
は
れ
る
。
宋
史
に
書
い
て

な
い
か
ら
と
い
ふ
の
で
は
殆
ど
理
由
に
な
ら
な
い
。
只
吾
人
が
注
意
す
べ
き
は
、
乾
隆
帝
は
李
壽
］
の
績
資
流
通
鑑
長
編
の
記
事
を
解

し
て
、
そ
れ
が
正
に
太
宗
の
弑
逆
を
傅
へ
‘
て
ゐ
る
や
う
に
受
取
っ
て
ゐ
る
０
一
事
で
あ
る
。
故
に
乾
隆
帝
は
極
力
、
長
編
を
劃
け
て
、

ぞ
れ
が
太
祗
の
子
孫
な
ろ
孝
宗
の
世
に
成
っ
た
も
の
故
、
信
用
は
措
け
ぬ
。
と
排
斥
し
て
ゐ
る
。
然
ら
ば
長
編
の
櫨
り
た
る
湘
山
野
録

が
、
太
宗
の
子
孫
た
る
榊
宗
の
世
に
出
た
も
の
た
る
む
如
何
に
茂
明
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ら
う
か
。
思
ふ
に
乾
隆
帝
が
、
太
阻
被
弑

の
疑
惑
貧
打
消
さ
ん
と
努
力
し
た
に
就
い
て
は
理
由
が
あ
る
。
そ
は
彼
の
父
雍
正
帝
が
康
煕
帝
の
後
を
徊
い
だ
事
情
に
對
し
て
営
時

色
々
だ
風
評
が
立
っ
た
事
を
、
子
と
し
て
知
ら
ぬ
を
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
・
弟
と
子
と
０
相
違
こ
そ
ぎ
れ
、
宋
の
太
宗
の
地
位
は

甚
だ
雍
｝
ｔ
帝
の
夫
れ
に
似
通
っ
た
所
が
あ
る
の
で
、
乾
隆
帝
は
宋
０
太
宗
肴
悪
し
ざ
ま
に
云
ふ
茂
を
頭
か
ら
毛
嫌
ぴ
し
て
見
せ
た
も

の
と

　

９
　
　
し
乍
ら
乾
降
帝
も
本
心
は
、
宋
の
太
宗
の
心
事
を
疑
っ
て
ゐ
た
０
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
節
が
あ
る
。
李
熹
の
長
編
の
記
事

烈
０
ど
弑
逆
と
解
憚
し
た
ら
し
い
所
に
脱
に
そ
の
一
端
が
現
は
れ
て
ゐ
る
が
、
叉
乾
隆
四
十
三
年
ｏ
上
論
に

　
　

ト
幣
尹
録
至
此
。
未
響
露
之
堕
涙
。
則
王
（
多
爾
套
）
述
立
心
行
事
。
賓
能
篤
忠
。
蓋
感
厚
恩
。
深
期
君
臣
大
義
。
尤
焉
史
冊
所

　
　

早
翻
。
使
王
彼
時
如
宋
大
宗
之
處
心
積
慮
。
則
豊
復
以
死
固
斟
而
不
露
邪
論
挨
惑
耶
。
（
宗
人
府
則
例
倦
五
）

み
あ
り
。
之
政
客
親
王
多
爾
褒
か
兄
太
宗
の
死
後
、
即
位
の
勘
進
を
退
け
て
順
治
帝
を
擁
立
し
た
る
事
賓
を
。
宋
の
太
宗
の
陰
謀

-７
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（
？
・
）
と
比
較
し
た
の
で
あ
る
。
乾
隆
帝
０
説
に
は
前
後
同
じ
か
ら
ざ
る
も
０
あ
る
が
、
彼
も
一
時
、
此
も
一
時
‥
官
撰
書
な
る
通
鑑

輯
覧
に
於
い
て
は
、
前
代
の
官
撰
書
な
る
宋
史
の
價
値
を
尊
重
せ
ざ
る
・
を
得
ず
、
且
つ
宮
中
の
秘
事
に
對
し
て
一
般
の
批
評
を
封
す

る
が
如
き
立
場
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

　

次
に
祁
駿
佳
の
議
論
は
こ
の
著
、
遜
翁
隨
筆
巻
上
に
出
て
ゐ
る
が
、
別
に
目
新
し
い
も
の
で
な
く
、
彼
が
千
載
不
決
の
疑
を
決
す

る
に
足
る
と
云
っ
て
引
合
０
　
に
出
し
た
「
雑
記
」
と
い
ふ
資
料
は
、
賓
は
湘
山
野
録
北
ハ
者
に
外
た
ら
ぬ
。
而
し
て
太
組
が
太
宗
に
即

位
す
る
こ
と
は
既
決
の
宿
志
で
あ
り
、
太
岨
０
遺
骸
が
温
螢
休
す
る
が
如
し
と
あ
る
以
上
、
古
来
０
疑
惑
は
自
ら
冰
拶
す
る
と
言
っ

て
ゐ
ろ
が
、
原
来
湘
山
野
録
の
文
を
彼
の
如
く
表
面
だ
け
に
取
る
な
ら
ば
始
か
ら
何
も
問
題
は
起
ら
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

四

　

既
に
太
祖
被
弑
の
疑
惑
を
排
斥
す
る
諸
説
が
、
何
れ
も
的
を
外
れ
た
り
、
方
法
論
的
に
訣
陥
か
お
り
と
す
れ
ば
、
疑
惑
は
依
然
と

し
て
存
続
す
る
・
而
し
て
こ
の
疑
惑
た
る
や
、
事
柄
が
ぎ
中
奥
深
く
行
は
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
硲
宦
に
事
宣
を
傅
へ
た
資
料
が
絶
無

な
る
以
上
、
史
家
も
考
讃
を
施
す
に
診
地
が
な
い
。
肺
胞
盾
０
宋
元
通
鑑
の
如
く
、
暫
く
疑
を
存
し
て
疑
を
傅
へ
る
０
態
度
を
取
ら

ざ
る
を
得
ぬ
の
で
あ
る
が
、
只
そ
の
前
後
の
経
過
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
少
な
り
と
も
共
闘
の
、
事
情
が
岡
明
さ
れ
は
せ
ぬ
か
と

思
ふ
。

　

抑
も
太
岨
死
去
の
日
時
に
つ
い
て
、
後
世
の
史
は
記
述
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
陳
枢
の
通
鑑
続
編
は

　
　

十
月
。
宋
主
有
疾
。
壬
子
。
召
共
弟
晋
王
光
義
入
侍
。
是
夕
宋
主
姐
。

と
し
て
ゝ
十
月
壬
子
（
Ｓ
九
）
夕
の
こ
と
と
し
・
之
に
反
し
宋
史
は

　
　

十
月
葵
丑
夕
。
帝
崩
於
万
歳
殿
。

-
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と
し
て
十
月
娶
丑
（
二
十
日
）
夕
に
か
け
て
ゐ
る
。
卸
商
蔚
の
宋
元
通
鑑
に
孚
っ
て
は

　
　

十
月
葵
丑
。
帝
不
猿
。
夜
召
晋
王
光
義
。
屡
以
後
事
。
（
中
略
）
己
而
帝
崩
　
０

と
あ
り
、
晋
王
光
義
（
太
宗
）
を
召
し
た
事
紅
も
併
せ
て
葵
丑
二
十
日
夜
の
事
と
し
て
ゐ
る
。
函
者
に
一
日
ｏ
相
違
が
あ
る
が
、
宋
史

の
系
袈
が
娶
丑
二
十
日
夕
と
し
た
の
庁
賞
は
湘
山
野
録
、
蔡
惇
直
筆
等
に
、
星
占
家
が
太
阻
の
壽
命
を
占
っ
て
。
、
若
し
十
月
二
十
日

夜
天
が
舞
れ
れ
ば
更
に
一
紀
を
述
ぷ
べ
し
と
言
っ
た
所
を
取
入
れ
た
も
の
ら
し
い
。
然
る
に
李
熹
の
長
編
は
湘
山
野
録
を
探
り
乍
ら

も
流
石
に
こ
の
部
分
を
退
け
て
用
ひ
す
、

　
　

十
月
壬
子
。
即
夜
召
晋
王
。
（
中
略
）
’
葵
丑
。
上
崩
万
歳
殿
。
時
己
布
目
鼓
。

と
あ
っ
て
、
晋
王
を
召
し
た
０
は
壬
子
十
九
日
０
夜
で
あ
り
、
引
績
い
て
娶
丑
二
十
日
の
四
鼓
、
即
ち
午
前
二
時
頃
太
阻
が
死
ん
だ

こ
と
に
し
て
ゐ
る
。
恐
ら
く
李
憲
の
誕
が
正
乙
い
と
思
は
れ
る
り
は
、
他
に
も
旁
謐
が
あ
り
、
即
ち
宋
史
巻
四
六
一
馬
詔
傅
に
、

　
　

冬
十
月
十
九
日
（
壬
子
）
既
夕
。
馬
詔
忽
造
〔
程
〕
徳
玄
。
徳
玄
恐
甚
。
詰
其
所
以
来
。
詔
曰
。
明
日
（
発
丑
）
乃
晋
王
利
見
之
辰
。

　
　

（
中
略
）
及
詰
旦
太
宗
入
謁
。
果
受
遺
践
祚
。

と
あ
り
、
太
甘
の
死
は
十
九
日
夜
よ
り
二
十
日
暁
ま
で
の
出
来
事
と
し
て
ゐ
る
。
さ
れ
ば
太
祖
の
死
去
は
娶
丑
二
十
ｈ
口
早
朝
の
事
と

す
べ
く
ヽ
宋
代
の
他
の
史
書
ゆ
概
ね
軍
に
１
　
に
か
け
て
居
り
ト
宋
史
が
之
を
葵
丑
夕
と
し
た
の
は
明
か
に
誤
解
・
で
あ
っ
て
、
夕
ｏ

字
が
蛇
足
で
あ
る
。
叉
通
鑑
績
編
が
壬
子
夜
に
績
け
て
書
い
た
の
は
疏
漏
と
云
ふ
べ
き
で
あ
Ｉ
う
。
斯
る
鮎
か
ら
見
て
も
、
乾
隆
帝

の
如
く
。
一
概
に
宋
史
は
正
史
で
あ
る
か
ら
信
憑
す
べ
き
だ
な
ど
と
は
云
へ
ぬ
筋
合
の
も
の
で
あ
ス
Ｇ

　

然
ら
ば
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
太
宗
は
こ
の
瞬
朝
廷
か
ら
退
出
し
た
か
、
或
は
其
俊
禁
中
に
宿
っ
て
ゐ
た
か
否
か
で
あ
る
。

湘
山
野
録
ぱ
明
か
に

-９-
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是
夕
太
宗
留
宿
禁
内

と
書
い
て
ゐ
る
が
、
李
壽
劣
長
編
は
湘
山
野
録
に
篠
り
乍
ら
、
太
宗
は
翌
早
朝
、
太
肌
の
死
を
聞
き
っ
け
て
參
内
し
た
こ
と
に
し
て

ゐ
る
ｏ
で
。
夜
中
の
あ
る
時
期
に
退
出
し
た
と
認
め
た
の
で
あ
ら
う
。
蔡
惇
直
筆
に
は
「
夜
分
乃
退
。
上
就
寝
」
と
書
し
、
宋
史
倦

三
〇
九
程
徳
元
傅
、
巻
四
六
六
王
権
恩
傅
は
何
れ
も
太
宗
が
二
十
日
早
暁
、
急
い
で
馳
せ
參
じ
た
こ
と
を
記
し
て
ゐ
る
か
ら
、
太
宗

は
少
く
も
太
祖
の
死
が
宮
中
で
我
見
さ
れ
た
頃
に
は
、
開
判
府
尹
の
第
に
陥
っ
て
ゐ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

扨
て
宮
中
に
於
い
て
契
丑
二
十
日
の
暁
前
、
最
初
に
太
祖
の
死
を
駿
見
し
た
の
は
、
湘
山
野
録
・
蔡
惇
直
筆
に
よ
れ
ば
宦
官
の
伺

廬
者
又
は
侍
寝
者
で
あ
っ
た
。
こ
ｏ
後
の
事
は
、
司
馬
光
の
探
水
紀
聞
、
李
壽
亙
編
等
に
よ
る
と
、
宦
官
は
駐
い
て
宋
皇
后
に
此
旨

を
傅
へ
た
。
宋
皇
后
は
直
ち
に
宦
官
王
積
恩
を
召
し
、
第
二
皇
子
徳
芳
を
呼
び
に
や
っ
た
。
太
祖
に
二
子
あ
り
、
長
は
徳
昭
ｙ

徳
芳
、
叉
二
弟
あ
り
光
義
・
廷
美
で
あ
る
。
今
営
時
の
年
齢
を
記
せ
ば
次
の
如
く
な
る
。

飛
」
プ
．
轟
に

ｉ
徳
芳
1
8

義
3
8
j
・
ｌ
恒
1
0

宗
）

　
　
　
　

（
侃
宗
）

美
3
0

　

長
皇
子
徳
昭
は
太
祖
０
前
皇
后
賀
氏
の
出
で
あ
り
、
第
二
皇
子
徳
芳
は
母
が
判
明
せ
ぬ
が
、
営
時
０
皇
后
た
る
宋
氏
０
出
で
は
な

い
ら
し
い
・
宋
皇
后
の
年
齢
は
分
ら
ぬ
が
、
開
賞
元
年
の
入
宮
で
あ
■
Ｑ
か
ら
、
恐
ら
く
此
時
三
十
歳
前
後
で
あ
ら
う
。
宋
皇
后
が
何

故
に
長
子
徳
昭
を
措
い
て
、
次
千
徳
芳
を
召
さ
ん
と
し
た
か
、
そ
の
意
圖
も
判
然
せ
ぬ
が
、
恐
ら
く
自
己
と
年
齢
の
あ
ま
り
違
は
ぬ

長
子
よ
り
は
。
多
少
と
も
間
隔
の
あ
る
次
于
徳
芳
を
選
ん
だ
の
で
あ
ら
う
。
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所
で
皇
后
の
命
を
受
け
た
宦
官
王
権
恩
は
、
徳
芳
の
許
へ
行
か
す
し
て
。
開
封
府
尹
晋
王
光
義
０
第
に
至
っ
た
。
而
し
て
府
０
左

押
祈
程
徳
玄
と
共
に
、
晋
王
に
勧
む
る
に
一
刻
も
早
く
參
内
せ
ん
こ
と
を
以
て
し
、
雲
を
犯
し
て
宮
中
に
至
り
。
案
内
を
も
請
は
申

『
に
寝
殿
に
闘
入
し
た
。
宋
皇
后
は
。
王
権
恩
の
録
る
を
見
て
、
徳
芳
が
来
り
し
か
と
問
う
た
が
、
後
に
晋
王
０
在
る
を
見
て
大
い
忙
驚

き
。
「
吾
が
母
子
の
命
は
、
み
な
官
家
に
託
し
申
す
」
と
叫
ぴ
、
晋
王
は
之
に
對
し
て
、
「
共
に
富
貴
を
保
た
ん
に
憂
ふ
る
こ
と
勿
れ
」

と
答
へ
た
と
云
ふ
０
で
あ
る
。

　

推
て
そ
の
後
０
こ
と
に
つ
い
て
、
湘
山
野
録
は

　
　

太
宗
受
遺
詔
。
於
柩
前
即
位
。
逮
暁
登
明
堂
。
宣
遺
詔
罷
。
聾
働
。

と
あ
り
、
営
に
然
く
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
が
、
変
際
に
於
い
て
太
組
０
死
の
登
表
は
翌
日
に
延
ば
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
李
熹
０
長

編
に

　
　

甲
寅
（
二
十
一
日
）
。
太
宗
即
位
。
群
臣
謁
見
万
歳
殿
之
東
槻
。
帝
観
慟
殯
絶
。

と
あ
り
、
李
仮
の
宋
朝
事
賓
巻
一
に
も

　
　

〔
太
宗
〕
開
賞
九
年
十
月
二
十
一
日
。
錐
即
尊
位
。

と
あ
る
か
ら
、
十
朝
綱
要
、
宋
史
な
ど
に
は
即
位
０
記
事
を
娶
丑
太
阻
崩
御
の
直
後
に
績
廿
て
書
し
て
も
、
事
賓
は
甲
寅
二
十
一
日

と
い
ふ
の
が
動
か
ぬ
所
で
あ
ら
う
。

　

果
し
て
然
ら
ば
葵
丑
二
十
日
の
丸
一
日
は
如
何
に
費
さ
れ
た
か
が
問
９
　
と
な
る
・
後
に
至
道
三
年
三
月
い
太
宗
が
歿
し
た
時
に

は
、
子
何
宗
が
柩
前
即
位
、
即
ち
前
天
子
の
賓
際
の
死
去
と
噺
天
子
即
位
の
登
表
と
が
同
日
で
あ
っ
た
。
然
る
に
太
阻
・
太
宗
の
場

合
に
於
い
て
は
、
二
十
日
午
前
二
時
頃
太
組
が
死
し
、
同
日
一
日
を
置
い
て
翌
二
十
一
日
太
宗
が
即
位
し
て
群
臣
を
引
見
し
て
ゐ
る

-一員
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の
で
あ
る
。
し
て
見
る
と
二
十
日
の
間
に
何
事
か
が
行
は
れ
て
ゐ
た
に
相
違
な
い
の
で
、
察
す
る
に
そ
は
宮
中
に
於
け
る
家
庭
的
紛

雫
の
・
。
一
幕
に
外
な
ら
な
か
っ
た
と
思
は
れ
る
。
太
祖
０
二
子
は
未
だ
父
の
死
を
知
ら
な
い
で
ゐ
た
ら
し
い
か
ら
、
紛
議
０
営
事
者
は

云
ふ
迄
も
た
く
宋
皇
后
と
太
宗
と
Ｌ
で
あ
る
。
結
局
太
宗
が
勝
を
得
て
宮
中
を
乗
取
り
、
漸
く
翌
日
即
位
の
酸
表
と
い
ふ
段
取
に
漕
ぎ

っ
け
た
も
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
そ
こ
に
は
勿
論
太
祖
の
遺
詔
な
ど
い
ふ
も
の
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。

　

此
等
０
事
情
を
綜
介
す
る
と
大
凡
次
０
事
が
明
か
に
な
る
。
即
ち
太
祖
０
死
去
は
甚
だ
突
然
で
あ
り
、
太
阻
は
そ
の
後
橿
者
を
指

定
す
る
に
及
ば
す
、
後
事
を
託
す
る
逞
も
な
か
っ
か
こ
『
宋
皇
后
は
次
皇
子
徳
芳
を
立
て
ん
と
し
た
が
、
太
宗
が
突
差
０
間
に
１
　

内
し
て
宮
中
を
支
配
し
、
自
ら
帝
位
を
践
ん
だ
こ
と
、
而
し
て
こ
の
事
は
内
侍
王
福
恩
な
る
者
０
内
態
の
力
が
具
っ
て
多
き
に
居
た

こ
と
、
朝
廷
の
臣
僚
は
太
祖
太
宗
０
皇
位
樅
承
に
殆
ど
開
輿
す
る
事
た
く
、
太
宗
の
即
位
を
事
後
承
諾
し
て
何
等
異
議
を
挾
ま
な
か

っ
た
事
、
等
ご
の
る
。
こ
の
鮎
に
開
し
、
遼
史
本
紀
巻
八
景
宗
保
寧
八
年
十
一
月
丙
子
の
條
に

　
　

宋
主
匡
胤
坦
。
共
弟
艮
自
立
。
遣
使
末
１
　
。

と
あ
る
記
事
が
簡
に
し
て
要
を
得
、
特
に
如
如
の
二
字
、
云
ぴ
得
て
妙
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
？

で
あ
ら
う
。
遼
は
直
ち
に
太
緋
死
去
に
對
す
る
弔
慰
と
、
太
宗
即
位
に
對
し
て
の
慶
賀
の
使
を
登
し
て
ゐ
る
の
で
。
遼
史
の
右
の
記

事
は
此
等
位
宋
使
の
報
告
に
基
い
て
記
し
た
に
相
違
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

五

　

此
に
由
て
之
を
観
れ
ば
、
太
祖
０
死
因
は
奇
怪
な
る
疑
惑
に
包
ま
れ
居
り
て
今
日
よ
り
員
相
を
明
か
に
し
得
な
い
が
、
太
宗
が
周

削
う
情
勢
必
ず
し
も
自
己
に
順
利
な
ら
ざ
る
に
、
障
害
を
排
し
て
自
立
し
た
こ
と
は
否
定
ず
べ
か
ら
ざ
る
事
賓
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
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猶
ほ
此
に
一
つ
の
問
題
が
曖
る
が
、
そ
は
内
侍
圧
槽
恩
が
宋
皇
后
の
命
に
よ
っ
て
徳
芳
を
召
し
に
行
か
せ
ら
れ
乍
ら
、
晋
王
を
迎

　
　
　
　

へ
た
理
直
と
し
て
、
太
１
　
が
晋
王
に
位
を
譲
る
の
は
そ
の
宿
志
で
あ
り
だ
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
と
云
ふ
長
編
の
記
事
で

　
　
　

あ
る
。
こ
０
所
長
編
は
司
馬
光
の
沫
水
記
聞
に
櫨
っ
て
ゐ
る
が
、
記
聞
に
は
別
に
、
太
阻
兄
弟
の
周
に
所
謂
金
匿
の
誓
た
る
も
の
が

　
　
　

あ
っ
た
事
を
傅
へ
て
ゐ
４
．

　
　
　
　
　

太
祖
の
母
昭
憲
太
后
杜
氏
は
、
聴
明
に
し
て
智
度
あ
り
、
太
阻
と
共
に
大
政
を
參
決
し
た
。
疾
篤
き
折
。
太
祖
を
召
し
‘
て
、
宋

　
　
　
　
　

の
天
下
を
獲
し
所
以
は
、
周
０
世
宗
が
幼
兄
に
位
を
譲
り
し
に
起
因
す
る
を
脆
き
、
太
祖
若
し
死
せ
ぱ
位
を
弟
太
宗
に
傅
へ
い

　
　
　
　
　

太
宗
は
更
に
弟
廷
美
に
傅
ふ
べ
き
を
要
求
し
た
。
太
阻
は
因
て
宰
相
趙
普
を
召
し
。
太
后
０
楊
前
に
於
い
て
誓
書
を
造
り
。
趙

　
　
　
　
　

普
も
立
會
人
と
し
ｔ
署
名
し
、
之
を
金
匪
に
戴
し
、
謹
密
の
宮
た
に
保
管
せ
し
め
て
お
い
た
。
（
諌
水
記
聞
竺
）

　
　
　
　

右
の
岫
は
五
朝
名
臣
言
行
録
倦
一
趙
普
ｏ
條
に
も
引
用
さ
れ
。
有
名
な
逸
話
ど
な
っ
て
ゐ
る
が
、
但
し
こ
の
事
が
果
し
て
事
賓
な

　
　
　

り
や
は
大
い
に
疑
ふ
べ
き
理
由
が
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
太
阻
の
母
杜
太
后
は
太
祖
即
位
の
翌
年
、
建
隆
二
年
六
月
に
六
十
歳
で
歿
し

　
　
　

て
居
り
、
こ
の
時
一
家
の
年
齢
を
算
す
る
と
、
太
阻
三
十
四
歳
ソ

　
　
　

次
子
徳
芳
二
歳
で
あ
る
。
杜
太
后
の
老
婆
心
は
何
と
考
へ
。
た
か
知
ら
ぬ
が
、
太
１
　
と
し
て
は
正
に
血
気
盛
な
る
三
十
歳
代
で
あ
る
か

　
　
　

ち
、
ま
だ
真
面
目
に
後
橋
者
の
事
を
考
へ
名
程
の
年
で
は
な
い
。
況
や
太
祖
は
其
後
在
位
十
七
年
、
長
子
徳
昭
は
二
十
六
歳
と
な
り

　
　
　

居
れ
ば
、
脱
に
幼
君
と
い
ふ
程
で
な
い
。
但
し
太
１
　
は
弟
太
宗
が
こ
れ
ま
で
長
ぐ
自
己
の
好
伶
侶
と
し
て
働
い
た
功
績
を
没
却
す
る

　
　
　

こ
と
が
出
来
な
い
。
よ
っ
て
太
宗
を
晋
王
に
封
じ
、
弟
廷
美
、
子
徳
昭
・
徳
芳
に
は
未
だ
王
凱
を
授
け
ず
に
お
い
た
０
で
あ
っ
た
。

　
　
　

併
し
之
に
よ
っ
て
太
祖
が
太
宗
に
譲
位
の
志
が
定
ま
っ
て
ゐ
た
と
見
る
ｏ
は
早
計
で
あ
ら
う
。
太
組
は
自
己
の
死
期
を
知
ら
す
、
後

幼

　
　

事
を
定
め
ず
に
突
然
死
去
し
た
の
で
あ
今

一
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’
然
ら
ば
金
匿
の
誓
０
溌
は
何
處
か
ら
出
た
か
を
考
ふ
る
に
、
恐
ら
く
そ
は
太
宗
と
趙
普
用
人
の
晋
明
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

洙
水
記
聞
に
は
前
引
の
文
の
禎
き
に

　
　

太
宗
即
位
し
て
後
、
趙
前
は
盧
多
遜
の
潜
す
る
所
と
な
り
、
出
さ
れ
て
河
陽
節
度
使
と
な
り
、
日
夕
憂
惺
に
堪
え
ぬ
も
の
が
あ

　
　

っ
た
。
然
る
に
太
宗
は
あ
る
日
、
金
匯
を
登
し
て
誓
書
を
見
、
大
い
に
悟
る
所
あ
り
、
急
に
趙
普
を
召
し
た
。
趙
普
は
愈
々
恐

　
　

れ
て
遺
書
を
造
り
家
人
と
訣
別
し
て
上
京
し
た
が
、
来
て
見
る
Ｉ
反
っ
て
再
び
宰
相
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
の
前
牛
、
趙
普
が
盧
多
遜
の
魂
言
に
よ
り
太
宗
即
位
の
後
に
河
陽
に
出
さ
れ
た
と
い
ふ
の
は
事
賓
で
な
い
。
只

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

”

趙
普
が
宰
相
を
罷
め
ら
れ
た
の
は
太
祖
の
時
で
あ
り
、
そ
れ
が
新
進
の
政
治
家
庖
多
遜
の
雄
頭
に
よ
る
こ
と
は
事
賓
ら
し
い
。
皇
宋

事
賞
類
苑
巻
一
に
文
正
公
筆
録
を
引
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　

太
祖
は
翰
林
學
士
盧
多
遜
を
以
て
太
僕
卿
を
揃
し
。
且
つ
顧
問
に
備
へ
て
大
い
に
意
に
叶
っ
た
Ｉ
。
太
岨
は
左
右
を
顧
み
て
、
「
宰

　
　

1
4

　
　

相
と
な
す
に
は
営
に
須
ら
く
儒
者
を
用
ふ
べ
し
」
と
言
っ
た
。
盧
多
遜
は
後
果
し
て
大
用
せ
ら
れ
た
。
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

－

と
い
ふ
記
事
を
載
せ
て
ゐ
る
。
盧
多
遜
は
太
岨
が
南
唐
を
滅
す
際
に
大
功
あ
り
、
愈
々
太
祖
の
畳
え
芽
出
度
く
、
之
に
反
し
で
葡
式

政
治
家
０
趙
廿
は
出
さ
れ
て
河
陽
節
度
使
に
敬
遠
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
扨
て
太
宗
が
自
立
し
て
後
、
太
岨
子
飼
ひ
の
盧
多
遜
の
存

在
は
太
宗
に
と
っ
て
目
の
上
の
瘤
な
る
と
同
時
に
、
趙
普
に
と
っ
て
は
権
勢
恢
復
の
好
機
が
到
来
し
た
と
思
は
れ
た
に
相
違
な
い
・

太
岨
０
遺
詔
を
受
け
す
し
て
自
立
し
た
太
宗
は
、
世
上
の
非
難
を
防
が
ん
が
篤
に
。
行
く
行
く
は
帝
位
を
弟
廷
美
に
傅
ふ
る
筈
な
り

と
稀
し
、
そ
０
澄
人
と
し
て
趙
普
を
引
出
し
だ
の
で
は
た
か
っ
た
・
か
。

　

宋
史
巻
二
Ｉ
○
宰
輔
表
に
よ
る
と
、
盧
多
遜
は
太
阻
の
開
賞
六
年
九
月
。
翰
林
學
士
よ
り
１
　
知
政
事
に
任
ぜ
ら
れ
、
十
一
月
父
Ｏ

喪
に
遇
ひ
た
る
も
起
復
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
の
前
後
太
１
　
の
懐
刀
と
し
て
活
躍
し
た
。
南
唐
平
定
の
大
事
業
も
こ
の
間
に
な
さ
。
れ
た
。
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太
岨
死
し
て
太
宗
即
位
の
直
後
。
盧
多
遜
は
同
手
章
事
に
聊
せ
ら
れ
て
反
っ
て
其
の
地
位
が
上
っ
た
が
、
太
組
の
腹
心
た
る
盧
多
遜

は
皇
弟
廷
美
と
共
に
、
太
宗
０
日
に
は
煙
た
き
存
在
に
相
違
な
か
っ
た
。
太
宗
が
北
漢
を
討
手
し
、
奥
越
の
領
土
を
漫
牧
し
、
。
燕
雲

士
ハ
州
を
除
く
天
下
一
統
の
業
が
完
了
し
た
後
、
首
席
宰
相
葬
居
正
・
が
太
平
興
國
六
年
六
片
歿
し
た
る
を
機
會
に
、
失
意
の
薦
宰
相

趙
普
が
九
月
を
以
て
朝
蕉
に
召
し
出
さ
れ
た
が
、
之
は
専
ち
盧
多
遜
追
出
し
の
役
目
に
使
ふ
篤
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
果
し
て
翌
七
年

四
月
、
盧
多
遜
は
皇
弟
秦
王
廷
美
を
擁
立
せ
ん
と
策
動
し
た
と
い
ふ
罪
に
問
は
れ
、
同
手
章
事
を
勇
ぜ
ら
れ
た
上
、
崖
州
に
流
さ
れ

て
卒
し
、
秦
王
廷
美
も
浩
陵
砺
公
に
降
さ
れ
て
房
州
に
安
置
監
禁
さ
れ
て
世
を
経
っ
た
。
ヽ
斯
く
し
て
役
目
の
臍
ん
だ
趙
普
も
、
。
翌
八

年
十
月
、
武
勝
軍
節
度
使
と
な
っ
て
賀
州
に
出
さ
れ
た
０
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

六

　

太
祖
よ
り
太
宗
へ
０
皇
位
楠
承
は
圓
満
な
る
授
受
で
な
く
、
一
種
の
小
革
命
で
あ
っ
た
。
太
宗
は
相
続
し
た
の
で
な
く
自
立
し
た

０
で
あ
る
。
そ
こ
に
兄
太
阻
が
弑
逆
を
蒙
っ
た
０
で
な
い
か
と
い
ふ
疑
惑
を
生
じ
、
千
古
未
解
決
の
問
題
を
岐
し
た
詳
で
あ
る
が
、

歴
史
の
大
勢
よ
り
云
へ
ば
、
太
１
　
が
果
し
て
弑
逆
に
遇
っ
た
か
否
か
と
い
ふ
こ
と
は
小
さ
な
個
人
的
問
題
で
あ
っ
て
強
い
て
恥
明
せ

す
と
も
臍
む
こ
と
で
あ
る
。
寧
ろ
太
宗
が
自
立
し
た
と
い
ふ
事
竟
の
方
が
影
響
が
大
き
い
。
太
宗
即
位
後
の
諸
政
策
は
大
観
に
於
い

て
兄
太
祗
０
線
に
沿
ひ
乍
ら
も
、
叉
之
と
對
肱
的
な
方
針
を
採
る
こ
と
も
少
な
く
た
か
っ
た
。

　

太
宗
は
開
賓
九
年
十
月
末
に
即
位
し
た
が
、
十
二
月
も
暮
に
迫
っ
た
二
十
二
日
に
突
然
改
元
し
て
太
平
興
國
元
年
と
し
た
。
新
帝

即
位
の
年
は
、
革
命
に
非
ざ
れ
ば
奮
年
魏
を
其
俊
踏
襲
し
て
翌
年
に
始
め
て
改
元
す
る
の
が
支
那
歴
代
の
慣
習
で
あ
る
が
、
僅
か
旬

日
に
浦
た
ざ
る
日
を
剰
し
て
改
元
を
行
っ
た
の
は
、
天
下
と
貨
に
更
始
す
る
焉
だ
と
あ
る
が
、
太
宗
自
ら
も
自
己
の
即
位
を
以
て
小

革
命
だ
と
自
愛
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
こ
の
小
革
命
に
開
し
て
民
間
に
種
々
の
流
言
蛮
語
が
行
は
れ
た
と
見
え
、
十
一
月
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に
は
諸
州
に
命
じ
。
天
文
術
数
者
を
大
索
し
て
間
下
に
燈
ら
し
め
、
敢
て
蔵
匿
す
る
者
に
は
棄
市
の
巌
刑
七
以
て
臨
ん
で
ゐ
ろ
。
こ

れ
明
か
に
言
論
に
對
す
る
弾
歴
の
意
圖
を
含
ん
で
ゐ
る
。

　

盧
多
遜
、
秦
王
廷
美
が
流
誦
さ
る
る
以
前
、
太
阻
０
二
子
は
欧
に
片
が
っ
い
て
ゐ
た
。
長
子
徳
昭
は
太
平
興
國
四
年
、
迫
ら
れ
て

自
殺
し
、
次
子
徳
芳
は
後
二
年
太
平
興
國
六
年
に
病
歿
し
た
。
七
年
、
盧
多
遜
が
所
冊
さ
れ
、
斯
く
し
て
邪
魔
者
を
一
掃
し
た
る
太

宗
は
太
干
興
國
八
年
、
自
己
０
長
子
常
時
十
七
歳
た
ろ
恒
を
王
に
封
じ
た
が
、
こ
れ
一
種
の
立
太
子
と
も
見
る
べ
き
も
の
で
、
即
ち

後
の
屑
宗
で
あ
る
。

　

太
宗
は
あ
ら
ゆ
る
術
策
を
施
し
て
、
天
子
鯛
裁
権
力
の
扶
殖
に
努
め
た
。
密
偵
政
治
を
強
化
し
た
の
も
太
宗
で
あ
り
、
太
祖
が
北

境
防
衛
の
焉
に
残
し
置
き
た
る
終
身
官
的
武
将
を
取
潰
し
て
、
兵
馬
財
政
の
全
面
的
中
央
集
権
を
計
り
た
る
も
太
宗
で
あ
る
。
太
組

は
財
政
的
に
緊
縮
政
策
を
探
っ
た
が
太
宗
は
寧
ろ
放
漫
政
策
を
用
ゐ
た
。
太
祖
０
文
臣
寵
用
に
は
一
定
の
限
度
が
あ
っ
た
が
、
太
宗

に
至
っ
て
大
量
に
文
官
を
養
成
し
、
内
外
枢
要
の
地
位
を
畢
げ
て
文
官
０
手
に
委
し
て
中
央
よ
り
０
躯
使
に
便
た
ら
し
め
た
。
太
祖

時
代
０
質
資
剛
健
を
尊
ぶ
の
風
は
、
太
宗
時
代
に
入
っ
て
漸
く
浮
華
儒
弱
０
弊
を
現
は
す
に
至
っ
た
。
宋
代
の
史
を
読
む
に
は
、
國

初
に
於
い
て
太
皿
・
太
宗
朧
承
の
際
に
政
治
的
一
帖
機
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
居
だ
け
収
ば
な
ら
な
い
。
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